
大和市告示第１１３号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２８年５月２３日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札  １ 大和市中央林間５丁目

２番 
平成２８年５月１６日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課  



大和市告示第２０９号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２７年１１月１７日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札  ２ 大和市上和田１８２７

番地 
平成２７年１０月３１日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課  



大和市告示第１７５号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２７年９月１８日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 ２ 大和市中央林間三丁目

及び五丁目地内 
平成２７年９月１０日 告示の日 

はり札 １ 大和市南林間二丁目地

内 
平成２７年９月１０日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課  



大和市告示第２７号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２７年３月１６日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札  ２ 大和市中央林間五丁目

地内 
平成２７年２月１６日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課  



大和市告示第１７号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２７年２月９日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札  ２ 大和市中央林間二丁目

地内 
平成２７年１月１９日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課  



大和市告示第１８６号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２６年１０月１４日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札  １ 大和市上和田地内 平成２６年９月５日 告示の日 

はり札 １９ 市内幹線道路 平成２６年９月１０日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課  



大和市告示第１００号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２６年５月１２日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

立看板 ３ 大和市中央林間四丁目

地内 
平成２６年４月５日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間（日曜日及び土曜日を除く。） 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 

  



大和市告示第６８号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２６年４月４日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

立看板 ３ 大和市中央林間四丁目

地内 
平成２６年３月６日及び

同月１１日 
告示の日 

はり札 １ 大和市代官四丁目地内 平成２６年３月３１日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間（日曜日及び土曜日を除く。） 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１５号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２６年２月１３日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

立看板 ４ 大和市中央林間四丁目

地内 
平成２６年１月１８日

及び同月２０日 
告示の日 

はり札 １ 大和市下鶴間地内 平成２６年１月２９日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第２０６号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２５年１２月１６日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 ２ 大和市つきみ野三丁目

及び四丁目地内 
平成２５年１１月８日

及び同月２３日 
告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１８７号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年１１月１６日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 ７ 大和市中央林間五丁目

及び柳橋五丁目地内 
平成２３年１０月１３

日、同月２１日及び同

月２６日 

告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１８２号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年１０月２０日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

立看板  ２ 大和市つきみ野五丁目

及び西鶴間一丁目地内 
平成２３年９月５日

及び同月８日 
告示の日 

はり札 ２５ 大和市下鶴間、西鶴間

一丁目及び南林間七丁

目地内並びに市内幹線

道路（国道、県道及び

市道）沿い 

平成２３年９月７日

から同月９日まで、同

月１３日及び同月１

５日 

告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１６３号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年９月２７日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 
数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 ４ 福田地内 平成２３年８月２４日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１４５号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年８月２２日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 １８ 福田地内 平成２３年７月１９日及

び同月２９日 
告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１０５号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年６月１４日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 ２ 下鶴間及び中央林間

五丁目地内 
平成２３年５月６日及び

同月１１日 
告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第９７号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年５月２７日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 ２０ 市内国道及び県道沿い

並びにつきみ野五丁目

地内 

平成２３年４月１５日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第７４号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年４月１５日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 ９ 中央林間四丁目及び五

丁目、深見西八丁目並び

に福田八丁目地内 

平成２３年３月７日

から同月２８日まで 
告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１９号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年２月１６日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 １８ つきみ野五丁目、中

央林間四丁目及び五

丁目地内 

平成２３年１月１３日か

ら同月２８日まで 
告示の日 

立看板  ３ つきみ野三丁目及び

四丁目地内 
平成２３年１月２０日 告示の日 

２ 保管期間  

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第９号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２３年１月１８日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 １ つきみ野五丁目地内 平成２２年１２月１４日 告示の日 

２ 保管期間  

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１８１号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告物等

を保管した。 

  平成２２年１１月１５日 

                                大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

立看板 １ 大和東一丁目地内 平成２２年１０月８日 告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項の保管場所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

 



大和市告示第１３０号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２２年７月２０日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

 ６ 大和東二丁目地内 平成２２年６月

３日 
告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第１１４号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２２年６月７日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１６ 中央林間一丁目、つきみ

野二丁目及び五丁目、南

林間一丁目、林間一丁目

並びに西鶴間一丁目地

内 

平成２２年５

月６日から同

月１９日まで 

告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第９５号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２２年５月１７日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲

出物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１０５ 深見西一丁目及び中央

二丁目地内 
平成２２年２

月１６日から

同月１９日ま

で 

告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第９３号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２２年５月１２日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

 ５ 下鶴間一丁目地内 平成２２年４

月３日 
告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第８６号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２２年４月２０日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１２ 下鶴間、南林間一丁目、

大和南二丁目及び柳橋

三丁目地内 

平成２２年３

月１日から同

月１６日まで 

告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第４１号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２２年３月１５日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札  ２ 大和東一丁目及び二

丁目地内 
平成２２年２月

６日 
告示の日 

立看板  １ 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 

 



大和市告示第２０号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２２年２月８日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

２１ 中央林間三丁目及び

四丁目、南林間一丁

目、大和東一丁目及び

二丁目並びに中央二

丁目地内 

平成２２年１月

７日から同月２

２日まで 

告示の日 

立看板  ２ 南林間一丁目地内 平成２２年１月

９日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 

 



大和市告示第２６９号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年１２月９日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１５ つきみ野五丁目、中央

林間四丁目及び南林

間一丁目地内 

平成２１年１１

月４日から同月

２５日まで 

告示の日 

立看板  １ 南林間一丁目地内 平成２１年１１

月２５日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 

 



大和市告示第２６１号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年１１月１８日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１４ 中央林間四丁目、南林

間一丁目、西鶴間一丁

目及び鶴間二丁目地内

平成２１年１０

月９日まで 
告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第２４４号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年１０月７日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

３６ 中央林間四丁目、南林

間一丁目、四丁目、五

丁目、七丁目及び九丁

目、西鶴間一丁目、鶴

間二丁目、桜森二丁

目、中央三丁目、福田

四丁目並びに柳橋二

丁目地内 

平成２１年９

月３日から同

月１１日まで 

告示の日 

立看板  ２ 深見台一丁目地内 平成２１年９

月１０日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 

 



大和市告示第２２８号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年９月９日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

２２ 中央林間四丁目及び五

丁目、南林間一丁目並び

に鶴間一丁目地内 

平成２１年８

月６日から同

月３０日まで 

告示の日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    前項のとおり。 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第２２２号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年８月１９日 

                              大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

４６ 中央林間四丁目及び

五丁目、つきみ野五丁

目、南林間一丁目、大

和東一丁目、下鶴間一

丁目並びに下鶴間地

内 

平成２１年７

月４日から同

月３０日まで 

告示の日 

立看板  １ つきみ野五丁目地内 平成２１年７

月１３日 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市役所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 

 

  



大和市告示第１９９号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年７月１４日 

                             大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

２４ 中央林間四丁目、桜森

三丁目、南林間一丁

目、林間二丁目、中央

一丁目及び三丁目、福

田一丁目及び七丁目

並びに福田地内 

平成２１年６

月１２日から

同月２９日ま

で 

告示の日 

立看板 １５ 中央林間四丁目、大和

東一丁目及び二丁目

地内 

平成２１年６

月３日から同

月２７日まで 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市役所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 

 



大和市告示第１７３号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年６月９日 

                             大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１１ 南林間一丁目、中央林

間二丁目及び四丁目

地内 

平成２１年５

月２日から同

月２６日まで 

告示の日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市役所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 

 



大和市告示第１５９号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年５月１３日 

                             大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１１ 林間一丁目、南林間一

丁目、大和東一丁目、

中央林間五丁目及び

桜森三丁目地内 

平成２１年４

月１８日から

同月２３日ま

で 

告示の日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市役所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第１３７号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年４月１３日 

                             大和市長 大 木   哲 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 
 

１００ 大和東一丁目及び二

丁目、中央林間四丁

目、南林間一丁目、鶴

間一丁目、上和田並び

に福田地内 

平成２１年３

月１日から同

月２８日まで 

告示の日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市街づくり計画部街づくり推進課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

    大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市役所 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

    受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

 大和市街づくり計画部街づくり推進課 
 

 



大和市告示第４１号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年３月１１日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 １３６ つきみ野五丁目、中央林

間四丁目、大和東一丁目

及び二丁目、西鶴間一丁

目、大和南二丁目、南林

間一丁目、桜森三丁目、

上和田並びに福田地内 

平成２１年２月６

日から同月２４日

まで 
告示の日 

立看板  ６ 大和東一丁目及び下和

田地内 平成２１年２月１

日から同月２３日

まで 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(1) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

(2) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課



大和市告示第２１号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年２月１７日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 １２６ 中央林間四丁目、南林間

一丁目、林間一丁目、大

和東一丁目及び二丁目、

中央一丁目、二丁目及び

三丁目、大和南二丁目、

上和田、福田並びに下和

田地内  

平成２１年１月５

日から同月３１日

まで 
告示の日 

立看板 ２１ 中央林間四丁目、大和東

一丁目、中央二丁目及び

福田地内 

平成２１年１月４

日から同月２７日

まで 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(3) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

(4) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課



大和市告示第１２号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２１年１月２８日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札  ８５ つきみ野五丁目、中央林

間四丁目、南林間一丁目、

林間一丁目、西鶴間一丁

目、下鶴間、大和東一丁

目及び二丁目並びに福田

地内  
平成２０年１２

月１日から同月

２９日まで 
告示の日 

立看板 ２８ 中央林間四丁目、南林間

一丁目、西鶴間一丁目、

大和東一丁目及び二丁

目、上和田並びに福田地

内 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(5) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

(6) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課



大和市告示第２２２号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２０年１２月１０日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 １３０ つきみ野五丁目、中央林

間一丁目及び四丁目、南

林間一丁目、林間一丁目、

西鶴間一丁目、鶴間一丁

目、桜森二丁目、大和東

一丁目及び二丁目、中央

二丁目、福田一丁目並び

に福田地内 

平成２０年１１

月１日から同月

３０日まで 

告示の日 

立看板 ２８ つきみ野五丁目、中央林

間一丁目及び四丁目、南

林間一丁目、林間一丁目、

鶴間一丁目、大和東一丁

目及び二丁目、福田一丁

目並びに福田地内 

平成２０年１１

月１５日から同

月３０日まで 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(7) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

(8) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課



大和市告示第２０９号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２０年１１月１７日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日

はり札 １８ 中央林間一丁目及び四丁

目、大和東一丁目及び二

丁目、南林間一丁目並び

につきみ野五丁目地内 

平成２０年１０

月４日から同月

３０日まで 

告示の日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(9) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

(10) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課 

 



大和市告示第１９８号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２０年１０月１５日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日 

はり札 ４７ 中央林間四丁目、桜森三

丁目、大和東一丁目及び

二丁目、大和南一丁目、

大和東三丁目、柳橋一丁

目、西鶴間八丁目、つき

み野五丁目、南林間一丁

目、深見西五丁目並びに

鶴間一丁目地内 

平成２０年９

月３日から同

月２７日まで 

告示の日 

立看板  ２ 中央林間四丁目地内 平成２０年９

月３日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(11) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

(12) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課 



大和市告示第１８５号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２０年９月２４日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日 

はり札 ２５ 中央林間四丁目、南林間

一丁目、桜森三丁目、大

和東一丁目及び二丁目並

びに福田地内 

平成２０年８

月２日から同

月３０日まで 

告示の日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(13) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市役所 

(14) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課 



大和市告示第１７２号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２０年８月１３日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日 

はり札 ２４ 中央林間四丁目、桜森二

丁目及び三丁目、大和東

一丁目及び二丁目並びに

福田地内 

平成２０年７

月１２日から

同月２６日ま

で 

告示の日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(15) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 

(16) 返還日時 

保管期間の午前８時３０分から午前１１時まで及び午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課 



大和市告示第１５８号 

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり広告 

物等を保管した。 

  平成２０年７月９日 

                             大和市長 大 木  哲   

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称、種類等 

保管した広告物又は掲出

物件の名称又は種類 数量 放置されていた場所 除却年月日 保管開始日 

はり札 ３０ つきみ野五丁目、中央林

間四丁目、桜森二丁目及

び三丁目、大和東一丁目

及び二丁目並びに福田地

内 

平成２０年６

月５日から同

月２８日まで 

告示の日 

 

２ 保管期間 

  告示の日の翌日から起算して２日間 

３ 保管場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 大和市都市部都市整備課 

４ 返還手続 

(17) 返還場所 

  大和市下鶴間一丁目１番１号 

(18) 返還日時 

保管期間の午後１時から午後４時まで 

(3) 持参するもの 

  受領書（大和市屋外広告物条例施行規則（平成１９年大和市規則第８８号）第７号様式）、 

当該広告物等の所有者等であることを証明するもの及び印鑑 

５ 連絡先 

  大和市都市部都市整備課 

 


